
 

１－１－５ 

 

 

<共通部>                           ○：入力可  空白：入力不可 

項

番 

項目名 

(入力画

面） 

内 容 

申告等種別 

Ｃ

Ｆ 
Ｓ Ｍ Ａ Ｇ 

Ｋ

Ｄ 

Ｕ

Ｌ 

Ｂ

Ｅ 

Ｈ

Ｎ 

Ｊ

Ｐ 
Ｒ 

１ 申告等番号 

(「申告番

号」欄) 

入力不可。 

           

２ 大額・少額 

識別 

(「大額/少

額＊」欄) 

次の区分に応じたコードを必須入力する。 

 

 

 

 

（注） 

① 大額申告とは、少額申告以外の貨物の通関をいう

（以下この章において同じ。）。 

② 少額申告とは、関税法基本通達 67－４－１（輸入

少額貨物の簡易通関扱い）に規定する貨物の通関

をいう（以下この章において同じ。）。 

区 分 コード 

大額申告 Ｌ 

少額申告 Ｓ 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

３ 申告等種別

コード 

(「申告等種

別＊」欄) 

次の手続内容に応じた申告等種別コードを必須入力

する。 

 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

 

 

手続内容 

申告等

種別 

コード 

備 考 

輸入申告（申告納税） Ｃ ＢＰ承認申請、予備申告を含む。 

輸入申告（賦課課税） Ｆ  

蔵入承認申請 Ｓ 予備申告を含み、機用品蔵入承認申請を含まない。 

移入承認申請 Ｍ 予備申告を含む。 

総保入承認申請 Ａ 予備申告を含み、機用品総保入承認申請を含まない。 

展示等申告 Ｇ  

蔵出輸入申告（申告納税） Ｋ ＢＰ承認申請を含む。 

蔵出輸入申告（賦課課税） Ｄ  

移出輸入申告（申告納税） Ｕ 
製造又は加工されない外貨原料品に係る申告を本業務で対象

とし、ＢＰ承認申請を含む。 

移出輸入申告（賦課課税） Ｌ 
製造又は加工されない外貨原料品に係る申告を本業務で対象

とする。 

総保出輸入申告（申告納税） Ｂ 
製造又は加工されない外貨原料品に係る申告を本業務で対象

とし、ＢＰ承認申請を含む。 

総保出輸入申告（賦課課税） Ｅ 
製造又は加工されない外貨原料品に係る申告を本業務で対象

とする。 

輸入（引取）申告 Ｈ 予備申告を含む。 

特例委託輸入（引取）申告 Ｎ 予備申告を含む。 

輸入（引取・特例）申告 Ｊ 予備申告を含む。 

特例委託輸入（引取・特例）

申告 
Ｐ 予備申告を含む。 

蔵出輸入（引取・特例）申告 Ｒ  
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項

番 

項目名 

(入力画

面） 

内 容 

申告等種別 

Ｃ

Ｆ 
Ｓ Ｍ Ａ Ｇ 

Ｋ

Ｄ 

Ｕ

Ｌ 

Ｂ

Ｅ 

Ｈ

Ｎ 

Ｊ

Ｐ 
Ｒ 

 

 

４ 申告先種別

コード 

(「申告先種

別」欄) 

次の区分に応じたコードを入力する。 

区 分 コード 

一般申告（緊急通関貨物） Ｒ 

一般申告（特別通関貨物） Ｔ 

自由化申告（緊急通関貨物） Ｅ 

横持ち申告 Ｙ 

横持ち申告（緊急通関貨物） Ｋ 

（注） 

① 緊急通関貨物とは、輸出入申告等に係る貨物の種

類に応じて税関が個別に申告先として設定する通

関担当部門に輸出入申告等する貨物のことをいう

（以下この章において同じ）。 

② 特別通関貨物とは、特定の税関官署の開庁時間外

における通関業務を担当する通関部門が設置され

ている税関官署あてに輸出入申告等する貨物のこ

とをいう（以下この章において同じ）。 

③ 「Ｅ」（自由化申告（緊急通関貨物））は横持ち申

告を除く自由化申告の緊急通関貨物の場合に入力

する。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

５ 申告貨物識

別 

(「貨物識

別」欄) 

次の区分に応じたコードを入力する。 

区 分 コード 

外交官貨物 Ｌ 

ＭＤＡ貨物 
Ｘ

（注） 

ＥＭＳ Ｅ 

航空郵便物 Ｈ 

海上郵便物 Ｍ 

ＳＡＬ Ｕ 

（注）「Ｘ」（ＭＤＡ貨物）については、「申告等種別

＊」欄に「Ｃ」（輸入申告（申告納税））を入力し

た場合に限り入力することができる。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

６ 識別符号 

(「識別符

号」欄) 

次の区分に応じたコードを入力する。 

区 分 コード 

法人（法人番号を有する者） １ 

法人番号を有しない者及び個人 ２ 

不明 ３ 

（注）当該項目を入力しない場合であって、「輸入者」

欄左に法人番号又は法人番号と関連付けられてい

るＪＡＳＴＰＲＯコード若しくは税関発給コード

を入力した場合は、システムにより自動的に「１」

（法人（法人番号を有する者））が出力される。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

７ あて先官署

コード 

(「あて先官

署」欄) 

(1) 「蔵置場＊」欄への入力内容に基づき、当該蔵置場

を管轄する税関官署の税関官署コード（「業務コード

集」参照）がシステムにより自動的に出力される。た

だし、「申告先種別」欄に「Ｔ」（一般申告（特別通

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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項

番 

項目名 

(入力画

面） 

内 容 

申告等種別 

Ｃ

Ｆ 
Ｓ Ｍ Ａ Ｇ 

Ｋ

Ｄ 

Ｕ

Ｌ 

Ｂ

Ｅ 

Ｈ

Ｎ 

Ｊ

Ｐ 
Ｒ 

関貨物））を入力した場合は、当該官署の開庁時間外

の申告を受け付ける税関官署の税関官署コード（「業

務コード集」参照）がシステムにより自動的に出力さ

れる。 

(2) 「申告等予定者」欄に入力する利用者コード又は

「申告等予定者」欄を入力しない場合は入力者の利

用者コードについて、輸入申告等先の税関官署コー

ドがシステムに登録されている場合は、当該登録さ

れている税関官署の税関官署コード（「業務コード

集」参照）が(1)に優先してシステムにより自動的に

出力される。 

(3) 税関の指示により、自動的に出力された税関官署

以外の税関官署に輸入申告等先を変更する場合は、

輸入申告等先の税関官署コード（「業務コード集」参

照）を入力する。 

(4) 自由化申告の場合は輸入申告等先の税関官署コー

ド（「業務コード集」参照）を入力する。  

８ あて先部門

コード 

(「あて先部

門」欄) 

(1) 「品目番号*」欄左等への入力内容に基づき、シス

テムにより自動的に出力される。 

(2) 税関の指示により、システムにより自動的に出力

された部門以外の部門に輸入申告等先を変更する場

合は、輸入申告先部門を部門コードで入力する。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

９ 特例申告 

あて先官署

コード 

(「特例あて

先官署」欄) 

(1) 輸入（引取）申告又は特例委託輸入（引取）申告を

行う税関官署と同一の税関官署の税関官署コード

（「業務コード集」参照）がシステムにより自動的に

出力される。 

(2) 本関以外の税関官署で輸入（引取）申告又は特例委

託輸入（引取）申告を行い、かつ、当該申告に係る特

例申告又は特例委託特例申告を本関で行う場合は、

本関の税関官署コード（「業務コード集」参照）を入

力する。 

                ○ ○ ○ 

10 特例申告 

あて先部門

コード 

(「特例あて

先部門」欄) 

(1) 輸入（引取）申告又は特例委託輸入（引取）申告を

行う税関官署と特例申告又は特例委託特例申告を行

う税関官署が同一の場合は、輸入（引取）申告又は特

例委託輸入（引取）申告を行う部門の部門コードがシ

ステムにより自動的に出力される。 

(2) 輸入（引取）申告又は特例委託輸入（引取）申告を

行う税関官署と特例申告又は特例委託特例申告を行

う税関官署が異なる場合は、「品目番号*」欄左等へ

の入力内容に基づき、システムにより自動的に出力

される。 

(3) 税関の指示により、自動的に出力された部門以外

の部門に変更する場合は、輸入申告等先部門コード

を入力する。 

                ○ ○ ○ 

11 申告等予定

年月日 

(「申告等予

定年月日」

欄) 

(1) 本業務を実施した日の翌日以降に輸入申告等を行

う場合は、輸入申告等の予定年月日を西暦（８桁）で

入力する。 

(2) 入力しない場合は、本業務を行った日がシステム

により自動的に出力される。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 



 

１－１－８ 

 

 

項

番 

項目名 

(入力画

面） 

内 容 

申告等種別 

Ｃ

Ｆ 
Ｓ Ｍ Ａ Ｇ 

Ｋ

Ｄ 

Ｕ

Ｌ 

Ｂ

Ｅ 

Ｈ

Ｎ 

Ｊ

Ｐ 
Ｒ 

(3) 事項登録日の翌週に申告する場合は、税額計算用

換算レートがシステムに登録されている必要があ

る。 

12 輸入者コー

ド 

(「輸入者」

欄左) 

(1) 輸出入者コードを有する輸入者の場合は、輸出入

者コードを入力する。なお、枝番（４桁）を入力しな

い場合はシステムにより自動的に「0000」が補完され

る。 

(2) 輸出入者コードを有しない輸入者の場合は、入力

を要しない。 

（注）限定輸入者（法令上、輸入申告者が限定されてい

る申告における輸入者をいう。以下この章において

同じ。）の輸出入者コードを入力した場合は、「輸入

取引者」欄左及び「輸入取引者」欄右に輸入取引者に

係る入力が必要となることから留意すること。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

13 輸入者名 

(「輸入者」

欄右) 

次のいずれかに該当する場合は、輸入者名を必須入

力する。 

① 「輸入者」欄左を入力しなかった場合。 

② 「輸入者」欄左にＪＡＳＴＰＲＯコード又は税関

発給コードと関連付けられていない法人番号（以

下この章において「関連付けのない法人番号」と

いう。）を入力した場合。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○ 

14 郵便番号 

(「住所」欄

上段左) 

(1) 「輸入者」欄左を入力しなかった場合又は関連付け

のない法人番号を入力した場合は、輸入者の郵便番

号を入力する（区切り符号は入力しない。）。 

(2) 「輸入者」欄左に輸出入者コード（関連付けのない

法人番号を除く。）を入力した場合であっても、シス

テムに登録されている輸入者の郵便番号と異なる場

合は、当該郵便番号を入力する（区切り符号は入力し

ない。）。 

(3) 外国法人の場合であって、桁数が７桁を超える場

合は、７桁目までを入力する。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

以下 15から 18までの項目の具体的な入力方法については、別紙６(住所の入力方法)を参照すること。 

15 住所１ 

(都道府県) 

(「住所」欄

上段中) 

(1) 「輸入者」欄左を入力しなかった場合又は関連付け

のない法人番号を入力した場合は、輸入者の住所（都

道府県）を入力する。 

(2) 「輸入者」欄左に輸出入者コード（関連付けのない

法人番号を除く。）を入力した場合であっても、シス

テムに登録されている輸入者の住所と異なる場合

は、当該住所（都道府県）を入力する。 

(3) 外国法人の場合は、国名を入力する。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

16 住所２ (市

区町村 (行

政区名)) 

(「住所」欄

上段右) 

(1) 「輸入者」欄左を入力しなかった場合又は関連付け

のない法人番号を入力した場合は、輸入者の住所（市

区町村（行政区名））を入力する。 

(2) 「輸入者」欄左に輸出入者コード（関連付けのない

法人番号を除く。）を入力した場合であっても、シス

テムに登録されている輸入者の住所と異なる場合

は、当該住所（市区町村（行政区名））を入力する。 

(3) 外国法人の場合は、州名及び都市名を入力する。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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番 

項目名 

(入力画

面） 

内 容 

申告等種別 

Ｃ

Ｆ 
Ｓ Ｍ Ａ Ｇ 

Ｋ

Ｄ 

Ｕ

Ｌ 

Ｂ

Ｅ 

Ｈ

Ｎ 

Ｊ

Ｐ 
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(4) 輸入者の住所（市区町村（行政区名））を全て入力

することができない場合は、「住所」欄中段に続けて

入力する。 

17 住所３ (町

域名・番地) 

(「住所」欄

中段) 

(1) 「輸入者」欄左を入力しなかった場合又は関連付け

のない法人番号を入力した場合は、輸入者の住所（町

域名及び番地）を入力する。 

(2) 「輸入者」欄左に輸出入者コード（関連付けのない

法人番号を除く。）を入力した場合であっても、シス

テムに登録されている輸入者の住所と異なる場合

は、当該住所（町域名及び番地）を入力する。 

(3) 外国法人の場合は、通りの名称等を入力する。 

(4) 「住所」欄上段右のみでは輸入者の住所（市区町村

（行政区名））を全て入力することができない場合

は、本欄に続けて入力する。 

(5) 輸入者の住所（町域名及び番地）を全て入力するこ

とができない場合は、「住所」欄下段に続けて入力す

る。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

18 住所４ (ビ

ル名ほか) 

(「住所」欄

下段) 

(1) 「輸入者」欄左を入力しなかった場合又は関連付け

のない法人番号を入力した場合は、輸入者の住所（ビ

ル名等）を入力する。 

(2) 「輸入者」欄左に輸出入者コード（関連付けのない

法人番号を除く。）を入力した場合であっても、シス

テムに登録されている輸入者の住所と異なる場合

は、当該住所（ビル名等）を入力する。 

(3) 「住所」欄中段のみでは輸入者の住所（町域名及び

番地）を全て入力することができない場合は、本欄に

続けて入力する。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

19 輸入者電話

番号 

(「電話」欄) 

(1) 「輸入者」欄左を入力しなかった場合又は関連付け

のない法人番号を入力した場合は、輸入者の電話番

号を市外局番から入力する（区切り符号は入力しな

い。）。 

(2) 「輸入者」欄左に輸出入者コード（関連付けのない

法人番号を除く。）を入力した場合であっても、シス

テムに登録されている輸入者の電話番号と異なる場

合は、当該電話番号を入力する（区切り符号は入力し

ない。）。 

(3) 外国法人の場合であって、桁数が 11桁を超える場

合は、11桁目までを入力する。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

20 税関事務管

理人コード

（「税関事

務管理人」

欄） 

 税関事務管理人を定めている場合は次による。 

① 法人番号を有する税関事務管理人の場合は、法人

番号を入力する。なお、枝番（４桁）を入力しな

い場合は、システムにより自動的に「0000」が補

完される。 

② 法人番号を除く輸出入者コードのみを有する税

関事務管理人の場合は、当該輸出入者コードを入

力する。なお、枝番（４桁）を入力しない場合は、

システムにより自動的に「0000」が補完される。 

③ 輸出入者コードを有しない税関事務管理人の場

合は、入力を要しない。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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Ｈ
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Ｊ
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21 税関事務管

理人受理番

号（「受理番

号」欄） 

税関事務管理人を定めている場合は、税関事務管理

人受理番号を入力する。 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

22 税関事務管

理人名（「受

理番号」欄

下） 

 税関事務管理人を定めている場合であって、次のい

ずれかに該当する場合は、税関事務管理人名を入力す

る。 

① 「税関事務管理人」欄を入力しなかった場合。 

② 「税関事務管理人」欄に関連付けのない法人番号

を入力した場合。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

23 通関予定蔵

置場コード 

(「蔵置場所

＊」欄) 

(1) 保税地域又は他所蔵置場所において申告する場合 

通関予定の保税地域又は他所蔵置場所の保税地

域コード（「業務コード集」参照）を必須入力する。 

(2) 予備申告（貨物到着時自動起動）の場合 

税関官署ごとに定められている予備申告（貨物

到着時自動起動）の保税地域コード（「業務コード

集」参照）を必須入力する。 

(3) 貨物到着前輸入申告扱いの場合 

次の申告等種別コードの場合に、税関官署ごと

に定められている貨物到着前輸入申告扱い用の保

税地域コード（「業務コード集」参照）を必須入力

する。 

・「Ｈ」（輸入（引取）申告） 

・「Ｊ」（輸入（引取・特例）申告） 

・「Ｎ」（特例委託輸入（引取）申告） 

・「Ｐ」（特例委託輸入（引取・特例）申告） 

(4) 貨物が分散蔵置されている場合 

① 代表とする蔵置場の保税地域コード（「業務コ

ード集」参照）を必須入力する。 

② 輸入貨物（本船扱い又はふ中扱いの承認を受け

ようとする貨物を除く。）が複数の保税地域に分

散して置かれている場合において、次の全ての条

件に該当するときは、１件の輸入申告として一括

申告することができる。 

なお、保税地域には、他所蔵置場所（関税法第

30 条第１項第２号の規定により税関長が指定し

た場所）は含まれない。 

イ 輸入貨物が置かれている複数の保税地域が

同一の税関の管轄区域、かつ、同一都道府県に

所在していること。 

ロ 輸入貨物を一の保税地域に置くことが困難

であるためにやむを得ず複数の保税地域に分

散して置かれている等、一の輸入申告により通

関する必要があると認められること。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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項

番 

項目名 

(入力画

面） 

内 容 

申告等種別 

Ｃ

Ｆ 
Ｓ Ｍ Ａ Ｇ 

Ｋ

Ｄ 

Ｕ

Ｌ 

Ｂ

Ｅ 

Ｈ

Ｎ 

Ｊ

Ｐ 
Ｒ 

ハ 複数の保税地域に分散して置かれている貨

物について、一の保税地域ごとに置かれている

貨物の品名、数量、価格並びに定率法別表（関

税率表）及び輸入統計品目表の適用上の所属を

輸入者又は通関業者が把握し、かつ、税関が検

査を行うのに支障がないと認められること。 

（注） 

① 代表とする通関予定蔵置場を入力した場合は、

「輸入承認証等」欄左に「ＯＴＳＴ」（保税地域

コード）を入力し、「輸入承認証等」欄右に代表

とする蔵置場以外の保税地域コード及び貨物個

数等を入力する。 

② システムに登録されていない蔵置場の場合は、管

轄官署ごとのバスケットコード（例：１ＡＷＷＷ）

を入力し、「記事（税関）」欄に蔵置場の名称及び

貨物個数等を入力する。 

③ 同一の保税地域コードで、複数の都道府県にまた

がって所在する保税蔵置場の場合において、シス

テムに登録されている都道府県と異なる都道府

県に所在する保税蔵置場で通関する場合は、シス

テム対象外となる。 

④ ＣＹの保税地域コードを入力することにより、コ

ンテナ扱いとなる。 

⑤ 貨物到着前輸入申告扱いとは、「積荷目録提出」業

務（業務コード：ＤＭＦ）後、貨物到着前に輸入

申告を行うことをいう（以下この章において同

じ。）。 

24 一括申告等

識別 

(「一括申

告」欄) 

一括申告又は一括申請（以下「一括申告等」という。）

する場合又は分散蔵置の場合は、次の区分に応じたコ

ードを入力する。 

区  分 コード 

コンテナ貨物のみ Ｃ 
コンテナ貨物と 

コンテナ貨物以外の貨物 
Ｍ 

コンテナ貨物以外のみ Ｌ 

（注） 

① 「蔵置場所＊」欄(4)（貨物が分散蔵置されている

場合）の②に該当する場合は、１件の申告として

一括申告することができる。 

② 「蔵置場所＊」欄に、本船若しくはふ中扱い承認

申請、予備申告（貨物到着時自動起動）又は貨物

到着前輸入申告扱いに係る保税地域コード（「業

務コード集」参照）を入力した場合は、入力不可。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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項

番 

項目名 

(入力画

面） 

内 容 

申告等種別 

Ｃ

Ｆ 
Ｓ Ｍ Ａ Ｇ 

Ｋ

Ｄ 

Ｕ

Ｌ 

Ｂ

Ｅ 

Ｈ

Ｎ 

Ｊ

Ｐ 
Ｒ 

25 申告等予定

者コード 

(「申告等予

定者」欄) 

(1) 申告者を指定する場合は、申告者の利用者コード

を入力する。 

(2) 申告者を指定しない場合は、入力を要しない（本業

務の入力者が申告予定者となる。）。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

26 輸入取引者

コード 

(「輸入取引

者」欄左) 

(1) 「輸入者」欄左に限定輸入者の輸出入者コードを入

力した場合は、輸入取引者（インボイス又はインボイ

スに代わる書類に記載された荷受人）を輸出入者コ

ードで入力する。なお、枝番（４桁）を入力しない場

合はシステムにより自動的に「0000」が補完される。 

(2) 輸出入者コードを有しない輸入取引者の場合は、

入力を要しない。 

○         ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

27 輸入取引者

名 

(「輸入取引

者」欄右) 

「輸入者」欄左に限定輸入者の輸出入者コードを入

力した場合であって、次のいずれかに該当する場合は、

輸入取引者名を入力する。 

① 「輸入取引者」欄左を入力しなかった場合。 

② 「輸入取引者」欄左に関連付けのない法人番号を

入力した場合。 

○         ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

28 仕出人コー

ド 

(「仕出人」

欄左) 

(1) 海外用輸出入者コードを有する仕出人の場合は、

海外用輸出入者コードを入力する。 

(2) 海外用輸出入者コードを有しない仕出人の場合

は、入力を要しない。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

29 仕出人名 

(「仕出人」

欄右) 

(1) 「仕出人」欄左を入力しなかった場合は、仕出人名

を入力する。 

(2) 「仕出人」欄左を入力した場合は、入力を要しない。 

(3) 「包括評価番号」欄に包括評価申告受理番号を入力

する場合は、次のいずれかに該当するときを除き、入

力を要しない。 

イ 「評価」欄に以下の入力をしたとき。 

「５」（申告貨物の一部に包括評価申告を適用又

は複数の包括評価申告を適用するもの） 

「Ｚ」（包括評価申告を適用するものであって次

のもの） 

・システムに未登録のもの 

・登録済みであって評価結論等が未修正の

もの 

・ＢＰ承認後ＩＢＰに係る輸入申告変更事

項登録前に包括評価申告内容を変更した

もの 

ロ 輸出者が複数であり、かつ、輸出国が複数であ

る包括評価申告のとき。 

ハ 輸入貨物の評価（個別・包括）申告書に記載さ

れた輸出者と仕出人が異なるとき。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

30 住所１ 

(Street 

and 

number/P.O

.BOX) 

(「住所」欄

上段左) 

(1) 「仕出人」欄左を入力しなかった場合は、仕出人の

住所(Street and number/P.O.BOX)を入力する。 

(2) 「仕出人」欄左を入力した場合であっても、システ

ムに登録されている仕出人の住所と異なる場合は、

当該住所(Street and number/P.O.BOX)を入力する。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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項

番 

項目名 

(入力画

面） 
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申告等種別 

Ｃ
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Ｓ Ｍ Ａ Ｇ 

Ｋ

Ｄ 

Ｕ

Ｌ 

Ｂ

Ｅ 

Ｈ

Ｎ 

Ｊ

Ｐ 
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31 住所２ 

(Street 

and 

number/P.O

.BOX) 

(「住所」欄

上段右) 

(1) 「仕出人」欄左を入力しなかった場合は、仕出人の

住所(Street and number/P.O.BOX)を入力する。 

(2) 「仕出人」欄左を入力した場合であっても、システ

ムに登録されている仕出人の住所と異なる場合は、

当該住所(Street and number/P.O.BOX)を入力する。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

32 住所３ 

(City 

name) 

(「住所」欄

中段左) 

(1) 「仕出人」欄左を入力しなかった場合は、仕出人の

住所(City name)を入力する。 

(2) 「仕出人」欄左を入力した場合であっても、システ

ムに登録されている仕出人の住所と異なる場合は、

当該住所(City name)を入力する。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

33 住所４ 

(Country 

sub-

entity,nam

e) 

(「住所」欄

中段右) 

(1) 「仕出人」欄左を入力しなかった場合は、仕出人の

住所(Country sub-entity,name)を入力する。 

(2) 「仕出人」欄左を入力した場合であっても、システ

ムに登録されている仕出人の住所と異なる場合は、

当該住所(Country sub-entity,name)を入力する。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

34 郵便番号 

(Postcode 

identifica

tion) 

(「住所」欄

下段左) 

(1) 「仕出人」欄左を入力しなかった場合は、仕出人の

郵便番号を入力する（区切り符号は入力しない。）。 

(2) 「仕出人」欄左を入力した場合であっても、システ

ムに登録されている仕出人の郵便番号と異なる場合

は、当該郵便番号を入力する（区切り符号は入力しな

い。）。 

(3) 仕出人の国に郵便番号が存在しない場合は、入力

を要しない。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

35 国名コード

(Country,c

oded)  

(「住所」欄

下段右) 

「仕出人」欄左を入力しなかった場合は、仕出人の国

の国連ＬＯＣＯＤＥ（「業務コード集」参照）の国名コ

ードを入力する。 

ただし、「ＪＰ」（日本）、「ＺＸ」（保税工場・総合保

税地域）、「ＺＹ」（指図式）及び「ＺＺ」（不明）は、

入力不可。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

36 検査立会者

（「検査立

会者」欄） 

検査又は貨物確認の立会いを申告者以外の者に委託

する場合は、当該受託者の利用者コードを入力する。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

37の項目は、最大５欄まで繰り返し入力することができる。 

37 B/L番号/ 

AWB番号 

(「Ｂ／Ｌ番

号＊」欄) 

(1) 海上貨物の場合 

船会社コード（混載貨物の場合は混載貨物用コ

ード）（「業務コード集」参照））＋Ｂ／Ｌ番号を

必須入力する。 

(2) 郵便物の場合 

郵便物番号を必須入力する。なお、６件以上の郵

便物番号を入力する場合は、当該郵便物番号を「記

事（税関）」欄に入力する。 

（注） 

① 一括申告等する場合は、仕分け親のＢ／Ｌ番号を

入力する。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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② 複数のＢ／Ｌについて、輸入申告等する場合は、

最大５件まで入力することができる。 

③ 「蔵置場所＊」欄に本船扱い、ふ中申告扱い、予

備申告（貨物到着時自動起動）又は貨物到着前輸

入申告扱いに係る保税地域コード（「業務コード

集」参照）を入力した場合は、複数入力不可。 

38 貨物個数 

(「貨物個

数」欄左) 

(1) 貨物の外装個数を入力する。 

(2) 個数により入力することができない場合は、「１」

を入力する。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

39 個数単位 

コード 

(「貨物個

数」欄右) 

貨物個数の単位を個数単位（包装種類）コード（「業

務コード集」参照）で入力する。 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

40 貨物重量 

(グロス) 

(「貨物重量

(グロス)」

欄左) 

(1) 貨物の総重量を入力する。 

(2) 小数点以下第３位まで入力することができる。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

41 重量単位コ

ード (グロ

ス) 

(「貨物重量

(グロス)」

欄右) 

 

次の区分に応じたコードを入力する。 

区 分 コード 

キログラム ＫＧＭ 

メトリックトン ＴＮＥ 

ポンド ＬＢＲ 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

42 記号番号 

(「貨物の記

号等」欄) 

(1) 貨物の記号及び番号を入力する。 

(2) 入力が困難な場合は、「ＡＳ ＰＥＲ ＡＴＴＡＣ

ＨＥＤ ＳＨＥＥＴ」と入力し、記号及び番号を記載

した用紙を輸入申告等関係書類に添付する。 

(3) 郵便物の場合は入力を要しない。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

43 積載船舶コ

ード 

(「積載船

(機)」欄左) 

(1) 積載船舶の船舶コード（業務コード集」参照）を入

力する。ただし、船舶基本情報がシステムに登録され

ていない場合は、「9999」を入力する。 

(2) 郵便物の場合は入力を要しない。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

44 積載船(機)

名 

(「積載船

(機)」欄右) 

(1) 「積載船（機）」欄左に積載船舶の船舶コード（業

務コード集」参照）を入力した場合であって、システ

ムに登録されている積載船名を変更する場合は、積

載船名を入力する。 

(2) 「積載船（機）」欄左に「9999」を入力した場合は、

積載船名を入力する。 

(3) 郵便物の場合は入力を要しない。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

45 入港年月日 

(「入港年月

日」欄) 

(1) 積載船舶が船卸港に入港した年月日を西暦（８桁）

で入力する。 

(2) 郵便物の場合は入力を要しない。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

46 船(取)卸港

コード 

(「船(取)卸

港」欄) 

船卸港について次のとおり入力する。 

① 船卸港の地域コードが国連ＬＯＣＯＤＥ（「業務

コード集」参照）に掲載されている場合は、地域

コード（３桁）を入力する（例：横浜港の場合、

「ＹＯＫ」）。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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② 船卸港の地域コードが国連ＬＯＣＯＤＥ（「業務

コード集」参照）に掲載されていない場合は、「Ｚ

Ｚ」に税関コードを加えて入力（例：東京税関の

場合、「ＺＺ１」）、港名を「記事（税関）」に入力

する。 

③ 船卸港が不明の場合は、「ＺＺＺ」を入力し、港名

を「記事（税関）」欄に入力する。ただし、郵便

物の場合は「記事（税関）」欄への入力を要しな

い。 

47 積出地コー

ド 

(「積出地」

欄左) 

積出地について次のとおり入力する。 

① 積出地が国連ＬＯＣＯＤＥ（「業務コード集」参

照）に掲載されている場合は、国名コード（２桁）

及び地域コード（３桁）を入力する（例：フラン

スのルアーブル港の場合は、「ＦＲＬＥＨ」）。 

② 国連ＬＯＣＯＤＥ（「業務コード集」参照）に積出

地の国名コードは掲載されているものの、地域コ

ードは掲載されていない場合又は積出地が不明

な郵便物の場合は、国名コード（２桁）に「ＺＺ

Ｚ」を加えて入力する（例：フランスの場合、「Ｆ

ＲＺＺＺ」）。 

③ 国連ＬＯＣＯＤＥ（「業務コード集」参照）に積出

地の国名コード及び地域コードがともに掲載さ

れていない場合は、「ＺＺＺＺＺ」を入力する。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

48 積出地名 

(「積出地」

欄右) 

「積出地」欄左に地域コードを入力しなかった場合

は、次のとおり入力する。ただし、郵便物の場合は、入

力を要しない。 

イ 国連ＬＯＣＯＤＥ（「業務コード集」参照）に国

名コードは掲載されているものの、地域コードは

掲載されていない場合は、積出港の名称を入力す

る。 

ロ 国連ＬＯＣＯＤＥ（「業務コード集」参照）に国

名コード及び地域コードが掲載されていない場合

は、国名又は港名を入力する。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

49 貿易形態別

符号 

(「貿易形態

別符号」欄) 

普通貿易統計計上貨物若しくは金統計計上貨物であ

る場合又は次のいずれかに該当する場合は、統計基本

通達 25－３（貿易形態別符号）に規定する貿易形態別

符号表により、第１符号、第２符号及び第３符号の順に

入力する。 

イ 蔵出輸入申告、蔵出輸入（引取・特例）申告、移

出輸入申告、総保出輸入申告及び輸入許可前貨物

引取承認後の貨物に係る輸入申告の場合（少額申

告の場合を除く。）。 

なお、この場合は第１符号、第２符号の順に２桁

を入力する。 

ロ 免税適用貨物に係る輸入申告の場合（少額申告

の場合を除く。）。 

○ ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

50 コンテナ扱

い本数 

コンテナ扱いで通関する場合は、コンテナの総本数

を入力する。ただし、通関予定蔵置場種別がＣＹと保税
○ ○ ○ ○ ○       ○ ○  



 

１－１－１６ 

 

 

項

番 

項目名 

(入力画

面） 

内 容 

申告等種別 

Ｃ

Ｆ 
Ｓ Ｍ Ａ Ｇ 

Ｋ

Ｄ 

Ｕ

Ｌ 

Ｂ

Ｅ 

Ｈ

Ｎ 

Ｊ

Ｐ 
Ｒ 

(「コンテナ

本数」欄) 

蔵置場兼用の場合で、コンテナ扱いで通関しない場合

は、「０」を入力する。 

51 運送場所識

別 

（「運送場

所識別＊」

欄） 

次の区分に応じたコードを必須入力する。 

区 分 コード 

貨物の運送先が輸入者の住所と同じであ

る場合 

Ｃ 

貨物の運送先が当該貨物の運送契約にお

いて定められていない場合 

Ｎ 

貨物の運送先が輸入者の住所以外に１箇

所ある場合 

Ｔ 

貨物の運送先が輸入者の住所以外に複数

箇所ある場合 

Ｍ 

（注） 

① 運送先とは、輸入しようとする貨物に係る運送契

約において、輸入の許可（関税法第 73条第１項の

規定により輸入の許可前における貨物の引取りの

承認を受けて引き取られる貨物については、その

承認）がされた後に運送される場所として定めら

れているものをいう。なお、一の貨物について経由

地を含めて２以上の運送される場所がある場合に

は、最後に運送される場所を当該貨物の運送先と

する。以下この節において同じ。 

② 「Ｍ」を入力した場合、輸入者の住所以外の複数

箇所ある運送先のうち、主たる貨物の運送先に係

る所在地及び名称等を後記項番 52 から 59 の項目

に入力し、その他の運送先については、後記３(3)

（輸入申告等に係る運送先一覧表及び関係書類等

の提出）により提出を行う。 

○     ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

52 運送場所の

所在地（郵

便番号） 

（「所在地」

欄上段左） 

(1) 「運送場所識別」欄に「Ｔ」を入力した場合は、輸

入者の住所以外の運送先に係る郵便番号を入力する

（区切り符号は入力しない。）。 

(2) 「運送場所識別」欄に「Ｍ」を入力した場合は、輸

入者の住所以外の複数箇所ある運送先のうち、主たる

貨物の運送先に係る郵便番号を入力する（区切り符号

は入力しない。）。 

(3) 「運送場所識別」欄に「Ｃ」を入力した場合は、入

力不要。 

(4) 「運送場所識別」欄に「Ｎ」を入力した場合は、入

力不可。 

○     ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

以下 53から 56までの項目の具体的な入力方法については、別紙６(住所の入力方法)を参照すること。 

53 運送場所の

所 在 地 １

（都道府県

名） 

（「所在地」

欄上段中） 

(1) 「運送場所識別」欄に「Ｔ」を入力した場合は、輸

入者の住所以外の運送先に係る住所（都道府県）を必

須入力する 

(2) 「運送場所識別」欄に「Ｍ」を入力した場合は、輸

入者の住所以外の複数箇所ある運送先のうち、主たる

貨物の運送先に係る住所（都道府県）を必須入力する。 

○     ○ ○ ○ ○ ○ ○ 



 

１－１－１７ 

 

 

項

番 

項目名 

(入力画

面） 

内 容 

申告等種別 

Ｃ

Ｆ 
Ｓ Ｍ Ａ Ｇ 

Ｋ

Ｄ 

Ｕ

Ｌ 

Ｂ

Ｅ 

Ｈ

Ｎ 

Ｊ

Ｐ 
Ｒ 

(3) 「運送場所識別」欄に「Ｃ」を入力した場合は、入

力不要（入力する場合、項番 15「住所 1（都道府県）」

と同じ内容であること。）。 

(4) 「運送場所識別」欄に「Ｎ」を入力した場合は、入

力不可。 

54 運送場所の

所 在 地 ２

（市区町村

（ 行 政 区

名）） 

（「所在地」

欄上段右） 

(1) 「運送場所識別」欄に「Ｔ」を入力した場合は、輸

入者の住所以外の運送先に係る住所（市区町村（行政

区名））を必須入力する 

(2) 「運送場所識別」欄に「Ｍ」を入力した場合は、輸

入者の住所以外の複数箇所ある運送先のうち、主たる

貨物の運送先に係る住所（市区町村（行政区名））を

必須入力する。 

(3) 「運送場所識別」欄に「Ｃ」を入力した場合は、入

力不要（入力する場合、項番 16「住所２(市区町村(行

政区名))」と同じ内容であること。）。 

(4) 「運送場所識別」欄に「Ｎ」を入力した場合は、入

力不可。 

○     ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

55 運送場所の

所 在 地 ３

（町域名・

番地） 

（「所在地」

欄中段） 

(1) 「運送場所識別」欄に「Ｔ」を入力した場合は、輸

入者の住所以外の運送先に係る住所（町域名及び番

地）を必須入力する 

(2) 「運送場所識別」欄に「Ｍ」を入力した場合は、輸

入者の住所以外の複数箇所ある運送先のうち、主たる

貨物の運送先に係る住所（町域名及び番地）を必須入

力する。 

(3) 「運送場所識別」欄に「Ｃ」を入力した場合は、入

力不要（入力する場合、項番 17「住所３（町域名及び

番地）」と同じ内容であること。）。 

(4) 「運送場所識別」欄に「Ｎ」を入力した場合は、入

力不可。 

○     ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

56 運送場所の

所 在 地 ４

（ビル名ほ

か） 

（「所在地」

欄下段） 

(1) 「運送場所識別」欄に「Ｔ」又は「Ｍ」を入力した

場合で、「所在地」欄中段のみでは運送先に係る住所

（町域名及び番地）を全て入力することができないと

きは、本欄に続けて運送先に係る住所（ビル名等）を

入力する。 

(2) 「運送場所識別」欄に「Ｃ」を入力した場合は、入

力不要（入力する場合、項番 18「住所４(ビル名ほか)」

と同じ内容であること。）。 

(3) 「運送場所識別」欄に「Ｎ」を入力した場合は、入

力不可。 

○     ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

57 名称等識別 

（「名称等」

欄左） 

(1)「運送場所識別」欄に「Ｔ」又は「Ｍ」を入力した

場合は、次の区分に応じたコードを必須入力する。 

(2) 「運送場所識別」欄に「Ｃ」を入力した場合は、入

力不要。 

区 分 コード 

「名称等」欄右に「運送先の場所の名

称」を入力する場合 
１ 

「名称等」欄右に「運送先において貨

物の引渡しを受ける者の氏名又は名

称」を入力する場合 

２ 

○     ○ ○ ○ ○ ○ ○ 



 

１－１－１８ 

 

 

項

番 

項目名 

(入力画

面） 

内 容 

申告等種別 

Ｃ

Ｆ 
Ｓ Ｍ Ａ Ｇ 

Ｋ

Ｄ 

Ｕ

Ｌ 

Ｂ

Ｅ 

Ｈ

Ｎ 

Ｊ

Ｐ 
Ｒ 

(3) 「運送場所識別」欄に「Ｎ」を入力した場合は、入

力不可。 

58 運送場所の

名称等 

（「名称等」

欄右） 

(1)「運送場所識別」欄に「Ｔ」を入力した場合は、輸

入者の住所以外の運送先に係る名称等を必須入力す

る。 

(2)「運送場所識別」欄に「Ｍ」を入力した場合は、輸

入者の住所以外の複数箇所ある運送先のうち、主たる

貨物の運送先に係る名称等を必須入力する。 

(3) 「運送場所識別」欄に「Ｃ」を入力した場合は、入

力不要（入力する場合、項番 13「輸入者名」と同じ内

容であること。）。 

(4) 「運送場所識別」欄に「Ｎ」を入力した場合は、入

力不可。 

○     ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

59 運送場所の

電話番号 

（「電話」

欄） 

(1)「運送場所識別」欄に「Ｔ」を入力した場合は、輸

入者の住所以外の運送先に係る電話番号を入力する。 

(2)「運送場所識別」欄に「Ｍ」を入力した場合は、輸

入者の住所以外の複数箇所ある運送先のうち、主たる

貨物の運送先に係る電話番号を入力する。 

(3) 「運送場所識別」欄に「Ｃ」を入力した場合は、入

力不要。 

(4) 「運送場所識別」欄に「Ｎ」を入力した場合は、入

力不可。  

○     ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

60 通販貨物等

識別 

（「通販貨

物 等 識 別

＊」欄） 

次の区分に応じたコードを入力する。 

区 分 コード 

通販貨物 １ 

ＦＳ利用貨物 ２ 

その他 ３ 
 

○     ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

61 プラットフ

ォーム等コ

ード 

（「プラッ

トフォーム

等」欄上段） 

(1) 「通販貨物等識別」欄に「１」を入力した場合は、

通信販売において利用されたプラットフォームの名

称等にあたるプラットフォーム等コード（業務コー

ド集参照）を必須入力する。 

(2) 「通販貨物等識別」欄に「２」を入力した場合は、

ＦＳ利用貨物を販売するために利用予定のプラット

フォームの名称等にあたるプラットフォーム等コー

ド（業務コード集参照）を入力する。 

(3) 「通販貨物等識別」欄に「３」を入力した場合は、

入力不可。 

（注）プラットフォーム等コードの入力に際して、該

当のコードがない場合は、バスケットコード（例：

ＺＺＺＺＺＺ等、末尾３桁が「ＺＺＺ」のもの）を

入力する。 

○     ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

62 プラットフ

ォーム名等 

（「プラッ

トフォーム

等」欄下段） 

「プラットフォーム等」欄上段にバスケットコードを

入力した場合は、該当するプラットフォームの名称等

を必須入力する。 

 

○     ○ ○ ○ ○ ○ ○ 



 

１－１－１９ 

 

 

項

番 

項目名 

(入力画

面） 

内 容 

申告等種別 

Ｃ

Ｆ 
Ｓ Ｍ Ａ Ｇ 

Ｋ

Ｄ 

Ｕ

Ｌ 

Ｂ

Ｅ 

Ｈ

Ｎ 

Ｊ

Ｐ 
Ｒ 

63 戻税申告識

別 

(「戻税申

告」欄) 

関税定率法第 19条の３（輸入時と同一状態で再輸出

される場合の戻し税等）に係る申告を行う場合は、「Ｘ」

を入力する。 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○ 

64 輸入貿易管

理令第３条

等識別 

(「貿易管理

令」欄) 

輸入貿易管理令第３条（輸入に関する事項の公表）に

係る公表を行う告示に該当する場合は、次の区分に応

じたコードを入力する。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

区  分 コード 

ワシントン条約附属書ⅠからⅢに該当する輸入許可書又は各種証明書等を取得し

ている場合で、Ｔ以外のもの。 
Ｗ 

公表を行う告示三－８（通関時確認品目）の規定により税関に提出すべき書類があ

る場合で、Ｗ及びＣ以外のもの。 

※ワシントン条約附属書Ⅲに掲げる種の申告において、公表を行う告示三－８（４）

の表の上欄に掲げる当該動物又は植物の原産地のうち、当該動物又は植物を附属書

Ⅲに掲げた国を除く国又は地域に該当する場合も当該コードを入力。 

Ｔ 

公表を行う告示三－７（10）及び三－８（通関時確認品目）の規定により税関に提

出すべき書類がある場合で、写しによる提出が認められているもの。 
Ｃ 

公表を行う告示三（三－７（10）及び三－８を除く。）の規定により税関に提出す

べき書類がある場合で、Ｗ以外のもの。 
Ｇ 

その他、公表を行う告示に係る証明等を税関に提出する場合。 Ｋ 

輸入貿易管理令別表第１の第 20 号に該当するため、税関に提示する国際連合教育

科学文化機関が発行したユネスコクーポン配給証明書を提出する場合。 
Ｕ 

その他 Ｏ 

65 輸入承認証

添付識別 

(「輸入承認

証」欄) 

(1) 輸入貿易管理令第４条第１項（輸入の承認）に規定

する「輸入承認証」（輸入貿易管理規則別表：Ｔ－２

０１０）がある場合は、次の区分に応じたコードを入

力する。 

区 分 コード 

輸入承認証（有為替） 

Ｉ 輸入承認証（無為替有為替混

在） 

輸入承認証（無為替） Ｆ 

(2) 「申告等種別＊」欄に「Ｈ」（輸入（引取）申告）

又は「Ｎ」（特例委託輸入（引取）申告）を入力した

場合であって、「品目番号＊」欄左に６桁で入力する

場合は、入力不可。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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項

番 

項目名 

(入力画

面） 

内 容 

申告等種別 

Ｃ

Ｆ 
Ｓ Ｍ Ａ Ｇ 

Ｋ

Ｄ 

Ｕ

Ｌ 

Ｂ

Ｅ 

Ｈ

Ｎ 

Ｊ

Ｐ 
Ｒ 

66 内容点検等

結果 

(「内容点検

結果」欄) 

貨物の内容点検を実施した場合、関係書類により関

税法第 69条の 11第１項第９号若しくは第 10号（輸入

してはならない貨物）に規定する知的財産を侵害する

物品に該当するか否かについて確認した場合又は税関

に対し貨物の確認を依頼する場合は、次の区分に応じ

たコードを入力する。 

区 分 コード 

異常なし Ａ 

異常あり Ｂ 

確認依頼 Ｃ 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

67 税関調査用

符号 

(「調査用符

号」欄) 

輸入申告等の調査のため税関が指示した場合は、税

関が指示したコードを入力する。 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

68の項目は、最大５欄まで繰り返し入力することができる。 

68 他法令コー

ド 

(「他法令」

欄) 

他法令（外為法を除く。）に係る許可又は承認等を証

明する場合（他法令において、非該当又は特例扱い等で

あることを税関に証明する場合を含む。）は、他法令コ

ード（「業務コード集」参照）を入力する。ただし、５

法令を超えた分については、「記事（税関）」欄に入力

する。 

なお、システムを使用して他法令手続（食品衛生法、

植物防疫法、家畜伝染病予防法、狂犬病予防法及び感染

症法に係る手続をいう。以下この章において同じ。）に

係る許可又は承認等を証明する場合は、後記６（システ

ムにより他法令に係る許可又は承認等を証明する場合

の入力方法）を参照すること。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

69 共通管理番

号 

(「共通管理

番号」欄) 

(1) 他法令手続の証明をシステムを使用して行う場合

で、共通管理番号を既に取得しているときは、当該共

通管理番号を入力する。 

(2) 複数のＢ／Ｌについて輸入申告等を行う場合は、

入力不可。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

70 食品衛生証

明識別 

(「食品」欄) 

(1) 食品衛生法に係る証明をシステムを使用して行う

場合で、届出数が１件の場合は「Ｙ」を入力し、届出

数が２件から 99件までの場合は届出数を入力する。 

(2) 複数のＢ／Ｌについて輸入申告等を行う場合は、

入力不可。 

(3) システムを使用した証明を取り止める場合は、

「Ｎ」を入力する。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

71 植物防疫証

明識別 

(「植防」欄) 

(1) 植物防疫法に係る証明をシステムを使用して行う

場合は、届出数が１件の場合は「Ｙ」を入力し、届出

数が２件から 99件までの場合は届出数を入力する。 

(2) 複数のＢ／Ｌについて輸入申告等を行う場合は、

入力不可。 

(3) システムを使用した証明を取り止める場合は、

「Ｎ」を入力する。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 



 

１－１－２１ 

 

 

項

番 

項目名 

(入力画

面） 

内 容 

申告等種別 

Ｃ

Ｆ 
Ｓ Ｍ Ａ Ｇ 

Ｋ

Ｄ 

Ｕ

Ｌ 

Ｂ

Ｅ 

Ｈ

Ｎ 

Ｊ

Ｐ 
Ｒ 

72 動物検疫証

明識別 

(「動検」欄) 

(1) 家畜伝染病予防法、狂犬病予防法及び感染症法に

係る証明をシステムを使用して行う場合は、届出数

が１件の場合は「Ｙ」を入力し、届出数が２件から 99

件までの場合は届出数を入力する。 

(2) 複数のＢ／Ｌについて輸入申告等を行う場合は、

入力不可。 

(3) システムを使用した証明を取り止める場合は、

「Ｎ」を入力する。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 



 

１－１－２２ 

 

 

項

番 

項目名 

(入力画

面） 

内 容 

申告等種別 

Ｃ

Ｆ 
Ｓ Ｍ Ａ Ｇ 

Ｋ

Ｄ 

Ｕ

Ｌ 

Ｂ

Ｅ 

Ｈ

Ｎ 

Ｊ

Ｐ 
Ｒ 

以下 73及び 74の項目は、最大 10欄まで繰り返し入力することができる。 

73 輸入承認証

等識別 

(「輸入承認

証等」欄左) 

(1) 外為法及びその他の法令に基づく許可番号、承認

番号、届出番号若しくは申請番号又は税関における

審査に必要となる事項等に係る輸入承認等識別コー

ド（「業務コード集」参照）を入力し、10欄を超えた

分については、「記事（税関）」欄に入力する。 

(2) 次のコードについては他のコードに優先して入力

する。 

・「ＩＬＮＪ」（輸入承認証等番号） 

・「ＪＫＡＪ」（事前確認番号（外為法関連機能を利

用する場合））（※） 

・「ＫＡＮＳ」（関税割当証明書番号（システム）） 

・「ＧＥＮＳ」（原産地証明書番号等（ｅＣ／Ｏキー、

Ｃ／Ｏ番号））及び「ＧＥＮＮ」（原産地証明書番

号等（Ｎ－Ｃ／Ｏ番号）） 

・「ＧＫＮＯ」（減免戻し税等明細書番号） 

※冷凍みなみまぐろの輸入申告で使用する場合は、

「ＴＯＫＹ」（ＹＵＮＹＵＫＯＵＨＹＯＵ）も併せ

て入力する。 

 

(3) 他法令において、非該当又は特例扱い等であるこ

とを税関に証明する場合は、該当するコード（「業務

コード集」参照）を入力する。 

(4) 「申告等種別＊」欄に次の入力がある場合は「ＨＫ

ＡＴ」（包括審査扱い受理番号）の入力不可。 

・「Ｈ」（輸入（引取）申告） 

・「Ｎ」（特例委託輸入（引取）申告） 

・「Ｊ」（輸入（引取・特例）申告） 

・「Ｐ」（特例委託輸入（引取・特例）申告） 

・「Ｒ」（蔵出輸入（引取・特例）申告） 

(5) 「一括申告」欄に入力がある場合は、「ＴＡＳＹ」

（他所蔵置許可申請番号）の入力は認められないの

で留意すること。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

74 輸入承認証

番号等 

(「輸入承認

証等」欄右) 

(1) 「輸入承認証等」欄左に入力した輸入承認証等識別

コード（「業務コード集」参照）に係る許可又は承認

番号等を入力し、10 欄を超えた分については、「記

事（税関）」欄に入力する。 

(2) 次のコードに係る許可又は承認番号等については

優先して入力する。 

・「ＩＬＮＪ」（輸入承認証等番号） 

・「ＪＫＡＪ」（事前確認番号（外為法関連機能を

利用する場合））（※） 

・ 「ＫＡＮＳ」（関税割当証明書番号（システム）） 

・「ＧＥＮＳ」（原産地証明書番号等（ｅＣ／Ｏキ

ー、Ｃ／Ｏ番号））及び「ＧＥＮＮ」（原産地証

明書番号等（Ｎ－Ｃ／Ｏ番号）） 

・「ＧＫＮＯ」（減免戻し税等明細書番号） 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 



 

１－１－２３ 

 

 

項

番 

項目名 

(入力画

面） 

内 容 

申告等種別 

Ｃ

Ｆ 
Ｓ Ｍ Ａ Ｇ 

Ｋ

Ｄ 

Ｕ

Ｌ 

Ｂ

Ｅ 

Ｈ

Ｎ 

Ｊ

Ｐ 
Ｒ 

※冷凍みなみまぐろの輸入申告で使用する場合

は、「ＹＵＮＹＵＫＯＵＨＹＯＵ」も併せて入力

する。 

(3) 入力する許可又は承認番号等の桁数が入力可能桁

数を超過する場合は、本欄に「ＫＩＪＩ」と入力した

うえで、当該許可又は承認番号等を「記事（税関）」

欄に入力する。 

（輸入承認証等識別及び輸入承認証番号等の入力例） 

① 輸入承認証番号及び事前確認番号の入力 

イ システムを使用して輸入承認を受けた場合 

輸入承認証等識別   輸入承認証番号等 

ＩＬＮＪ      ＩＬ１２３４５６７８ 

ロ 書面により輸入承認を受けた場合 

輸入承認証等識別   輸入承認証番号等 

ＩＬＮＯ      ＩＬ１２３４５６７８ 

（注）輸入申告等後、システムを使用した裏書き登

録内容に誤りがあるため裏書訂正する場合

は、あらかじめ当該訂正について税関（通関担

当部門）の了承を得たうえで裏書きを訂正す

る。  

② 関税割当証明書番号の入力 

イ システムを使用して関税割当裏落しの管理を

行う場合 

輸入承認証等識別   輸入承認証番号等 

ＫＡＮＳ      Ａ１２３４５６７８９ 

ロ 書面により関税割当裏落しの管理を行う場合 

輸入承認証等識別   輸入承認証番号等 

ＫＡＮＷ      １０００－１２３４ 

③ 本船扱い又はふ中扱い承認番号の入力 

イ システムを使用して本船扱い又はふ中扱いの

承認を受けた場合 

輸入承認証等識別    輸入承認証番号等  

ＨＦＮＮ      １２３４５６７８９１ 

ロ 書面により本船扱い又はふ中扱いの承認を受

けた場合 

輸入承認証等識別    輸入承認証番号等  

ＨＦＮＯ      １０００－１２３４  

④ 他所蔵置許可に係る入力 

輸入承認証等識別    輸入承認証番号等 

ＴＡＳＹ           １２３４５６７８９１ 

⑤ 外国為替令第８条第２項（支払手段等の輸出入の

許可）に規定する支払手段等に係る入力 

輸入承認証等識別    輸入承認証番号等 

ＰＡＹＬ        ＡＡＢＢＣＣ１２３４ 

⑥ 日・スイス経済連携協定に基づき、日本原産品を

輸入する場合の入力 

輸入承認証等識別    輸入承認証番号等  

ＪＯＲＧ       ０１，０３ 



 

１－１－２４ 

 

 

項

番 

項目名 

(入力画

面） 

内 容 

申告等種別 

Ｃ

Ｆ 
Ｓ Ｍ Ａ Ｇ 

Ｋ

Ｄ 

Ｕ

Ｌ 

Ｂ

Ｅ 

Ｈ

Ｎ 

Ｊ

Ｐ 
Ｒ 

なお「輸入承認証番号等」欄の入力方法は次に

よる。 

イ 「01欄」及び「03欄」が日本原産品の場合 

０１，０３ 

ロ 「01欄」から「10欄」までが日本原産品の場

合 

０１－１０ 

ハ 全ての欄が日本原産品の場合 

ＡＬＬ 

ニ イ又はロの方法によると 20桁を超える場合 

ＫＩＪＩ 

この場合は、イ又はロの方法による入力内容

を「記事（税関）」欄に入力する。 

⑦ 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

に係る入力 

イ 法第２条第３項に規定する「第二種特定化学

物質」、同条第４項に規定する「監視化学物質」、

同条第５項に規定する「優先評価化学物質」、又

は同条第７項に規定する「一般化学物質」の場合 

輸入承認証等識別   輸入承認証番号等 

ＣＲＮＯ       ９－８７６ 

ロ 前記イ以外の場合 

輸入承認証等識別   輸入承認証番号等 

ＣＲＮＬ      ９８７６５４３２１０ 

⑧ 他法令において非該当又は特例扱い等とされて

いる貨物であって、非該当又は特例扱い等であ

ることを税関に証明するために特定の書類を提

出する場合の入力 

輸入承認証等識別   輸入承認証番号等 

ＴＯＫＵ       ＩＹＡＫＵ 

⑨ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の

確保等に関する法律に係る手続においてシステ

ムを利用して行った場合の入力 

輸入承認証等識別 輸入承認証番号等 

ＰＡＮＥ     Ｐ０１２３４５６７８９ 

ＰＡＹＡ     Ｙ０１２３４５６７８９ 

⑩ 日・オーストラリア経済連携協定に基づくオー

ストラリア原産品における事前照会に対する文

書回答書に係る登録番号の入力 

輸入承認証等識別 輸入承認証番号等 

ＪＫＹＯ     ０１２３４５６ 

⑪ ｅＣ／Ｏについてシステムに登録されたＮ－Ｃ

／Ｏ番号の入力（ＧＥＮＮの場合） 

輸入承認証等識別 輸入承認証番号等 

ＧＥＮＮ     ２０２２０００ＡＢＣＤ 



 

１－１－２５ 

 

 

項

番 

項目名 

(入力画

面） 

内 容 

申告等種別 

Ｃ

Ｆ 
Ｓ Ｍ Ａ Ｇ 

Ｋ

Ｄ 

Ｕ

Ｌ 

Ｂ

Ｅ 

Ｈ

Ｎ 

Ｊ

Ｐ 
Ｒ 

⑫ ｅＣ／Ｏについてシステムに登録されたｅＣ／

Ｏキー、Ｃ／Ｏ番号の入力（ＧＥＮＳの場合） 

輸入承認証等識別 輸入承認証番号等 

ＧＥＮＳ     ０１２３４５６ＡＢＣＤ 

ＧＥＮＳ     ＴＪ２０２２－０４５６ 

※「ＧＥＮＳ」に係る番号を入力する場合は、

必ず輸入承認証等欄を２欄使用し、「ｅＣ／Ｏ

キー」「Ｃ／Ｏ番号」の順に連続して入力するこ

と。 

（その他については、「業務コード集」参照） 

⑬システムを利用して減免戻し税等の登録を行っ

た場合の入力 

輸入承認証等識別   輸入承認証番号等 

ＧＫＮＯ      ＧＫ２５Ａ０１２３４２ 

 

75 インボイス

識別 

(「仕入書識

別＊」欄) 

次の区分に応じたコードを必須入力する。 
 

区  分 コード 

インボイス Ａ 

インボイスに代わる書類 Ｂ 

電子インボイス(ＮＡＣＣＳ／仕分情報

あり) 
Ｃ 

電子インボイス(ＮＡＣＣＳ／仕分情報

なし) 
Ｄ 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

76 電子インボ

イス受付番

号 

(「電子仕入

書 受 付 番

号」欄) 

「仕入書識別＊」欄に「Ｃ」（電子インボイス（ＮＡ

ＣＣＳ／仕分情報あり））又は「Ｄ」（電子インボイス

（ＮＡＣＣＳ／仕分情報なし））を入力した場合は、電

子インボイス受付番号を入力する。 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

77 インボイス

番号 

(「仕入書番

号」欄) 

 

(1) インボイス又はインボイスに代わる書類の番号を

入力する。 

(2) インボイス又はインボイスに代わる書類が複数に

わたる場合は、「輸入承認証等」欄左に「ＩＮＶＮ」、

「輸入承認証等」欄右に他のインボイス又はインボ

イスに代わる書類の番号を入力する。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

78 インボイス

価格区分コ

ード 

(「仕入書価

格」欄左) 

（申告等種

別「H」及び

「N」は「仕

入書種別」

欄左） 

インボイス、インボイスに代わる書類又は電子イン

ボイス（以下この節において「インボイス等」という。）

の価格区分について、次の区分に応じたコードを入力

する。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 



 

１－１－２６ 

 

 

項

番 

項目名 

(入力画

面） 

内 容 

申告等種別 

Ｃ

Ｆ 
Ｓ Ｍ Ａ Ｇ 

Ｋ

Ｄ 

Ｕ

Ｌ 

Ｂ

Ｅ 

Ｈ

Ｎ 

Ｊ

Ｐ 
Ｒ 

 

区  分 コード 説  明 

有償貨物についてのインボイ

ス等価格 
Ａ 

決済金額をいう。（Ｉ／Ｌ裏書きの送り状金額と一致す

る。） 

なお、内取通関の場合は、内取分の価格をいう。 

無償貨物についてのインボイ

ス等価格 
Ｂ 

無償貨物について、採用したインボイス等価格をいう。 

有償貨物についてのインボイ

ス等価格に無償貨物についての

価格を加えた価格 

Ｃ 

有償無償混在貨物において、有償貨物についての価格

が「Ａ」（有償貨物についてのインボイス等価格）と同条

件であり、かつ、無償貨物についての価格が「Ｂ」（無償

貨物についてのインボイス等価格）と同条件である場合

をいう。 

Ａ、Ｂ、Ｃ以外の価格 Ｄ 

評価申告書Ⅱによる課税価格、評価申告書別添プライ

スリストによる価格、税関鑑定価格又はインボイス等表

示価格（例えば、インボイス等の建値がＣ＆Ｆの場合は、

実際に支払った運賃を採用する場合又は包括評価結論が

ＦＯＢのときにインボイス等に表示されているＦＯＢ価

格をインボイス等価格として採用する場合等）等、他の区

分に該当しない価格をいう。 

79 インボイス

価格条件コ

ード 

(「仕入書価

格」欄中左) 

（申告等種

別「H」及び

「N」は「仕

入書種別」

欄中） 

次の区分に応じたコードを入力する。 

 区 分 コード 

① ＦＯＢ価格 ＦＯＢ 

② Ｃ＆Ｉ価格 Ｃ＆Ｉ 

③ Ｃ＆Ｆ価格 Ｃ＆Ｆ 

④ ＣＩＦ価格 ＣＩＦ 

⑤ ＥＸＷ価格 ＥＸＷ 

⑥ ＦＣＡ価格 ＦＣＡ 

⑦ ＦＡＳ価格 ＦＡＳ 

⑧ ＤＡＰ価格 ＤＡＰ 

⑨ ＤＡＦ価格 ＤＡＦ 

⑩ ＤＥＳ価格 ＤＥＳ 

⑪ ＤＤＵ価格 ＤＤＵ 

⑫ ＤＰＵ価格 ＤＰＵ 

⑬ ＤＡＴ価格 ＤＡＴ 

⑭ ＤＥＱ価格 ＤＥＱ 

⑮ ＤＤＰ価格 ＤＤＰ 

⑯ ＣＦＲ価格 ＣＦＲ 

⑰ ＣＰＴ価格 ＣＰＴ 

⑱ ＣＩＰ価格 ＣＩＰ 

（注１）①から④までのいずれかのコードを入力した

場合は、インボイス価格、運賃、保険、評価及び

按分に関する項目に入力した内容から課税価格

が自動計算により算出される。 

（注２）⑤から⑱までのいずれかのコードを入力した

場合は、自動計算による課税価格が算出されな

いことから、「補正」欄左に「ＤＰ」（手計算によ

り算出した課税価格の総額入力）を入力し、「補

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 



 

１－１－２７ 

 

 

項

番 

項目名 

(入力画

面） 

内 容 

申告等種別 

Ｃ

Ｆ 
Ｓ Ｍ Ａ Ｇ 

Ｋ

Ｄ 

Ｕ

Ｌ 

Ｂ

Ｅ 

Ｈ

Ｎ 

Ｊ

Ｐ 
Ｒ 

正」欄右に手計算により算出した課税価格の総

額を入力し、「補正」欄中左にその通貨の通貨コ

ード（「業務コード集」参照）を入力する。 

（注３）インボイス等による価格条件が①から④まで

のいずれにも該当しない場合であっても、自動

計算により課税価格を算出させたい場合は、①

から④までのうちいずれか類似のコードを入力

し、「仕入書価格」欄右にインボイスうえの金額

について当該入力した価格条件に応じて補正し

た額を入力し、「補正」欄中左にその通貨の通貨

コード（「業務コード集」参照）を入力する。 

なお、実際取引の価格条件を「記事（税関用）」

欄に入力する。 

（注４）インボイス等による価格条件がいずれの区分

にも該当しない場合は、いずれか類似する区分

のコードを入力し、他の項目については注２又

は注３に準じて入力する。 

80 インボイス

通貨コード 

(「仕入書価

格」欄中右) 

（申告等種

別「H」及び

「N」は「仕

入書種別」

欄右） 

インボイス等価格の通貨種別を通貨コード（「業務コ

ード集」参照）で入力する。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

81 インボイス

価格 

(「仕入書価

格」欄右) 

(1) 「仕入書価格」欄左に入力したコードに対応する価

格を入力する。 

(2) 「仕入書価格」欄中右に「ＪＰＹ」以外を入力した

場合は、小数点以下第２位（第３位を四捨五入）まで

入力することができる。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○ 

82 運賃区分コ

ード 

(「運賃」欄

左) 

次の区分に応じたコードを入力する。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ 

区  分 コード 説  明 

Ｂ／Ｌ上の運賃全額 Ａ 通常は、チャージコレクトの場合の運賃をいう。 

プリペイドの運賃も含まれるが、この場合は、「仕入書

価格」欄左に「Ｂ」（無償貨物についてのインボイス等価

格）又は「Ｄ」（Ａ、Ｂ、Ｃ以外の価格）を入力すること

となる。 

Ｂ／Ｌ上の運賃の一部で、「イン

ボイス価格」の価格に対応する分の

運賃 

Ｂ 例えば有償無償混在貨物において、「仕入書価格」欄左

に「Ａ」（有償貨物についてのインボイス等価格）を入力

した場合に用いる手計算により価格按分した有償分の

みの運賃をいう。 

内取分の運賃 Ｃ 内取通関で使用する運賃として、手計算により算出し

た重量按分又は容量按分による運賃をいう。 



 

１－１－２８ 

 

 

項

番 

項目名 

(入力画

面） 

内 容 

申告等種別 

Ｃ

Ｆ 
Ｓ Ｍ Ａ Ｇ 

Ｋ

Ｄ 

Ｕ

Ｌ 

Ｂ

Ｅ 

Ｈ

Ｎ 

Ｊ

Ｐ 
Ｒ 

差額運賃又はその他の区分に該

当しない運賃 

Ｅ (1) インボイス等上の運賃より実際の運賃が上回って

いる場合の差額運賃をいう。 

(2) 前記「Ａ」（Ｂ／Ｌ上の運賃全額の場合）、「Ｂ」（Ｂ

／Ｌ上の運賃の一部で、「インボイス価格」の価格に対

応する分の運賃）及び「Ｃ」（内取分の運賃）に該当し

ない運賃をいう。 
 



 

１－１－２９ 

 

 

項

番 

項目名 

(入力画

面） 

内 容 

申告等種別 

Ｃ

Ｆ 
Ｓ Ｍ Ａ Ｇ 

Ｋ

Ｄ 

Ｕ

Ｌ 

Ｂ

Ｅ 

Ｈ

Ｎ 

Ｊ

Ｐ 
Ｒ 

83 運賃通貨 

コード 

(「運賃」欄

中) 

運賃の通貨種別を通貨コード（「業務コード集」参照）

で入力する。 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ 

84 運賃 

(「運賃」欄

右) 

(1) 「運賃」欄左に入力した運賃区分コードに対応する

運賃を入力する。 

(2) 「運賃」欄中に「ＪＰＹ」以外を入力した場合は、

小数点以下第２位（第３位を四捨五入）まで入力する

ことができる。 

(3) 「運賃」欄左に入力した運賃区分コードが「税関長

公示額により運賃及び保険料を自動計算する場合」

のコードである場合は、入力を要しない。ただし、入

力した場合は、税関長公示額と入力運賃が比較され、

低い額が運賃として適用される。 

(4) 「仕入書価格」欄中左に入力したインボイス価格条

件コードが「Ｃ＆Ｆ」又は「ＣＩＦ」の場合で、イン

ボイス等上の運賃より実際の運賃が上回っていると

きは、その差額分の運賃を入力する。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ 

85 保険区分 

コード 

(「保険」欄

左) 

次の区分に応じたコードを入力する。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ 

区  分 コード 説  明 

個別保険のもの Ａ 

課税価格に算入すべき保険料を全て含む。 

ただし、Ｂ／Ｌ上に記載されている保険料は、運賃として取り

扱う。 

包括保険扱いのもの Ｂ 
「保険」欄右に包括保険番号を入力する(システムに登録されて

いる指数により保険料の額が自動的に算出される。)。 

保険料不明のもの（税関

長公示額により保険料を

自動計算） 

Ｃ 

税関長公示額による保険料（公示額に基づき保険料の額が自動

的に算出される。）。 

付保していないもの Ｄ 

「仕入書価格」欄中左に入力したインボイス価格条件コードが

「Ｃ＆Ｆ」又は「ＦＯＢ」の場合であって、付保していない場合

に限る。 

保険料不明のもの（保険

率表等に基づき、保険料

を入力） 

Ｅ 

保険率表等に基づき手計算により算出した保険料。 

（注） 

① 評価結論がＣＩＦ価格を補正基礎額とする場合は、保険区分コードが「Ｄ」（付保していないもの）に該

当することはないことから留意すること。 

② 包括保険扱いのものであっても当該内容が次のいずれかに該当し、包括保険情報の登録がされない場合

は、「Ｂ」（包括保険扱い）が入力できないことから、「Ａ」（個別保険のもの）を入力し、手計算により算

出した保険料の額を「保険」欄中右に入力する。 

イ ＪＡＳＴＰＲＯコード又は税関発給コードを有しない申請者によるもの。 

ロ 保険料算出指数が複数あり、それぞれに最低保険料が設定されているもの。 

③ 「仕入書価格」欄中左に「ＣＩＦ」又は「Ｃ＆Ｉ」を入力した場合は入力不可。 

④ 「申告等予定年月日」欄に入力した年月日が包括保険の有効期間内である場合は、本業務の実施日が有

効期間の開始前であっても、包括保険を入力することができる。 



 

１－１－３０ 

 

 

項

番 

項目名 

(入力画

面） 

内 容 

申告等種別 

Ｃ

Ｆ 
Ｓ Ｍ Ａ Ｇ 

Ｋ

Ｄ 

Ｕ

Ｌ 

Ｂ

Ｅ 

Ｈ

Ｎ 

Ｊ

Ｐ 
Ｒ 

86 保険通貨コ

ード 

(「保険」欄

中左) 

(1) 「保険」欄左に「Ａ」（個別保険のもの）又は「Ｅ」

（保険料不明のもの（保険率表等に基づき、保険料を

入力））を入力した場合は、保険料の通貨種別を通貨

コード（「業務コード集」参照）で入力する。 

(2) 「保険」欄左に「Ｂ」（包括保険扱いのもの）、「Ｃ」

（保険料不明のもの（税関長公示額により保険料を

自動計算））又は「Ｄ」（付保していないもの）を入力

した場合は、入力不可。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ 

87 保険金額 

(「保険」欄

中右) 

(1) 「保険」欄左に「Ａ」（個別保険のもの）を入力し

た場合は、保険料の額を入力する。 

(2) 「保険」欄左に「Ｅ」（保険料不明のもの（保険率

表等に基づき、保険料を入力））を入力した場合は、

保険料率表等に基づき手計算により算出した保険料

の額を入力する。 

(3) 通貨種別が「ＪＰＹ」以外の場合は、小数点以下第

２位（第３位を四捨五入）まで入力することができ

る。 

(4) 「保険」欄左に「Ｂ」（包括保険扱いのもの）、「Ｃ」

（保険料不明のもの（税関長公示額により保険料を

自動計算））又は「Ｄ」（付保していないもの）を入力

した場合は、入力不可。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ 

88 包括保険番

号 

(「保険」欄

右) 

「保険」欄左に「Ｂ」（包括保険扱いのもの）を入力

した場合は、包括保険番号（包括保険について税関が登

録したものは６桁、損害保険会社が登録したものは８

桁）を次のとおり入力する。 

① 保険料率が１種類の場合（枝番がない場合）は、

包括保険番号及び「１」を入力する。（例：包括保

険番号が１Ａ００１の場合は、「１Ａ００１１」、

包括保険番号がＨ１２３４５６の場合は、「Ｈ１

２３４５６１」） 

② 保険料率が品名により異なる場合（枝番がある場

合）は、包括保険番号及び枝番を入力する。（例：

包括保険番号２Ｂ２２２の場合であって、枝番が

２の場合は、「２Ｂ２２２２」、包括保険番号がＨ

２３４５６７の場合であって、枝番が３の場合

は、「Ｈ２３４５６７３」） 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ 



 

１－１－３１ 

 

 

項

番 

項目名 

(入力画

面） 

内 容 

申告等種別 

Ｃ

Ｆ 
Ｓ Ｍ Ａ Ｇ 

Ｋ

Ｄ 

Ｕ

Ｌ 

Ｂ

Ｅ 

Ｈ

Ｎ 

Ｊ

Ｐ 
Ｒ 

89 評価区分 

コード 

(「評価」欄) 

次の区分に応じたコードを入力する。 

なお、インボイス上の金額に含まれない無償分に適

用する評価申告は、評価申告の内容を「記事（税関）」

欄に入力する。 

区  分 コード 

包括評価申告を適用するもの （入力しない） 

評価申告書の提出を要しないもの ０ 

申告貨物の一部に包括評価申告を

適用又は複数の包括評価申告を適

用するもの 

５ 

個別評価申告を適用するもの ６ 

特殊関係が取引価格に影響を与え

ないもの 
７ 

包括評価申告を適用するものであ

ってシステムに未登録のもの、登

録済みであって評価結論等が未修

正のもの又はＢＰ承認後ＩＢＰに

係る輸入申告変更事項登録前に包

括評価申告内容を変更したもの 

Ｚ 

 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ 

90の項目は、最大３欄まで繰り返し入力することができる。 

90 包括評価申

告受理番号 

(「包括評価

番号」欄) 

(1) 包括評価申告を適用する場合は、包括評価申告受

理番号を入力する（区切り符号は入力しない。）。 

(2) 評価区分コードが競合する場合又は複数の評価申

告を適用する場合は、「５」（申告貨物の一部に包括評

価申告を適用又は複数の包括評価申告を適用するも

の）を入力し、「包括評価番号」欄に包括評価申告受

理番号を入力する。ただし、４以上の包括評価申告受

理番号を入力する必要がある場合は、「包括評価番

号」欄に主たる包括評価申告受理番号を３欄まで入

力し、その他の包括評価申告受理番号については「輸

入承認証等」欄左に「ＶＤＮＯ」（評価申告書番号）、

「輸入承認証等」欄右に当該包括評価申告受理番号

を入力する。 

(3) 複数の包括評価申告番号を入力した場合は、シス

テムによる自動計算が行われないことから、後記の

項番 91 から 94 の項目について包括評価申告の内容

を入力する。 

（注）「申告等予定年月日」欄に入力した年月日が包括

評価の有効期間内である場合は、本業務の実施日

が有効期間の開始前であっても、入力することが

できる。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ 



 

１－１－３２ 

 

 

項

番 

項目名 

(入力画

面） 

内 容 

申告等種別 

Ｃ

Ｆ 
Ｓ Ｍ Ａ Ｇ 

Ｋ

Ｄ 

Ｕ

Ｌ 

Ｂ

Ｅ 

Ｈ

Ｎ 

Ｊ

Ｐ 
Ｒ 

91 評価補正区

分コード 

(「補正」欄

左) 

次のいずれかに該当する場合は、次の区分に応じた

コードを入力する。 

(1) 包括評価申告の場合であって、「包括評価番号」欄

に入力した包括評価申告受理番号により課税価格が

自動的に算出されない場合。 

(2) 個別評価申告の場合であって、「補正」欄右を入力

しない場合。 

(3) 個別評価申告の場合であって、「補正」欄中左に評

価補正基礎額の通貨種別、「補正」欄中右に評価補正

基礎額及び「補正」欄右に評価補正式を入力する場

合。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ 

区  分 コード 説  明 

補正額を加算するもの ＡＤ 包括評価結論が非標準式（注）の場合又は個別評価申告により

補正する場合に入力する。 

入力した場合は、「補正」欄中左及び「補正」欄中右に該当する

通貨コード（「業務コード集」参照）及び加算補正額を入力する。 

補正額を減算するもの ＳＢ インボイス等価格に貨物代金の延払い金利が含まれている場

合等に入力する。 

入力した場合は、「補正」欄中左及び「補正」欄中右に該当する

通貨コード（「業務コード集」参照）及び減算補正額を入力する。 

インボイスプライス是認の

もの 

ＩＰ 個別評価結論が補正なしの場合及び「評価」欄に「５」（申告貨

物の一部に包括評価申告を適用又は複数の包括評価申告）を入力

した場合で、包括評価結論が「ＩＰ」（インボイスプライス是認の

もの）の場合に入力する。 

入力した場合は、「補正」欄中左及び「補正」欄中右への入力を

要しない。 

手計算により算出した課税

価格の総額を入力するもの 

ＤＰ 「仕入書価格」欄中左に自動計算が行われない価格条件コード

（⑤から⑱まで）を入力した場合等に入力する。 

入力した場合は、「補正」欄中左及び「補正」欄中右に該当する

通貨コード（「業務コード集」参照）及び課税価格の総額を入力す

る。 

補正結論の評価補正基礎額

を入力するもの 

ＦＯＢ価格 

Ｃ＆Ｉ価格 

Ｃ＆Ｆ価格 

ＦＡＳ価格 

ＥＸＷ価格 

 

 

ＦＯＢ 

Ｃ＆Ｉ 

Ｃ＆Ｆ 

ＦＡＳ 

ＥＸＷ 

評価結論が標準式（注）である場合で、「仕入書価格」欄、「運

賃」欄及び「保険」欄に入力した値では補正できない場合に入力

する。 

入力した場合は、「補正」欄中左及び「補正」欄中右に該当する

通貨コード（「業務コード集」参照）及び評価補正基礎額である価

格を入力する。 

 

（注）評価補正式が「評価補正基礎額×補正率」又は「評価補正基礎額×補正率±評価補正基礎額×補正

率」のものを標準式といい、標準式以外のものを非標準式という。 

92 評価補正基

礎額通貨コ

ード 

(「補正」欄

中左) 

評価補正基礎額の通貨種別を通貨コード（「業務コー

ド集」参照）で入力する。 

 

 

 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ 

93 評価補正基

礎額 

(1) 評価補正基礎額を入力する。 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  



 

１－１－３３ 

 

 

項

番 

項目名 

(入力画

面） 

内 容 

申告等種別 

Ｃ

Ｆ 
Ｓ Ｍ Ａ Ｇ 

Ｋ

Ｄ 

Ｕ

Ｌ 

Ｂ

Ｅ 

Ｈ

Ｎ 

Ｊ

Ｐ 
Ｒ 

(「補正」欄

中右) 

(2) 「補正」欄中左に「ＪＰＹ」以外を入力した場合は、

小数点以下第２位（第３位を四捨五入）まで入力する

ことができる。 

94 評価補正補

正式 

(「補正」欄

右) 

個別評価申告を適用する場合であって、評価申告結

論が標準式の場合は、補正基礎価格条件コード（注１）

＋「＊」＋補正率（注２）を入力する。（例：補正基礎

価格条件コードがＣＩＦの場合であって、補正率が１

５％の場合は、「ＣＩＦ＊１５／１００」） 

（注１）補正基礎価格条件コード 

ＥＸＷ、ＦＯＢ、Ｃ＆Ｆ、Ｃ＆Ｉ、ＣＩＦ、Ｉ

Ｐ、ＦＡＳ 

（注２）分子（３桁以内）＋「／」＋分母（３桁以内） 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ 

95の項目は、最大２欄まで繰り返し入力することができる。 

95 事 前 教 示

（ 評 価 ）

（「事前教

示（評価）」

欄） 

関税評価に関する事前教示を受けている場合は、事

前教示の登録番号を入力する。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ 

96 課税価格按

分係数合計 

(「ＢＰＲ係

数合計」欄) 

(1) １件の申告が複数欄にわたる場合又は分割申告す

る場合において、システムにより自動的に算出され

る価格按分係数の合計値によらず、その合計値を指

定する場合に入力する。 

(2) 小数点以下第２位（第３位を四捨五入）まで入力す

ることができる。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ 

97 最初蔵入等

承認年月日 

(「最初蔵入

等承認日」

欄) 

再蔵入承認申請、再移入承認申請、再総保入承認申

請、蔵出輸入申告（蔵出輸入（引取・特例）申告を含む。）、

移出輸入申告又は総保出輸入申告する場合は、当該貨

物の最初の蔵入承認年月日、移入承認年月日又は総保

入承認年月日を西暦（８桁）で入力する。 

初回の蔵入承認申請、移入承認申請又は総保入承認

申請（以下｢蔵入等承認申請｣という。）時には入力しな

いよう留意すること。 

  ○ ○ ○   ○ ○ ○     ○ 

98 蔵入等先 

保税地域 

コード 

（「搬入予

定」欄） 

(申告等種

別「Ｓ」、

「Ｍ」、「Ａ」

又は「Ｇ」は

「蔵入等先

＊」欄) 

(1) 併せ運送ありの場合 

蔵入、移入又は総保入（以下この節において「蔵

入等」いう。）先の保税蔵置場、保税工場又は総合

保税地域を保税地域コード（「業務コード集」参照）

で入力することにより、蔵入等承認申請が承認さ

れた時に、蔵置場所から蔵入等先までの併せ運送

が承認される。 

なお、システムに登録されていない蔵入等先保

税地域の場合は、管轄官署ごとのバスケットコー

ド（例：１ＡＷＷＷ）を入力し、「記事（税関）」欄

に蔵入等先保税地域名を入力する。 

(2) 併せ運送なしの場合 

次のいずれかの保税地域コード（「業務コード

集」参照）を入力する。 

イ 「蔵置場所＊」欄に入力したコードと同じ保税

地域コード 

  ○ ○ ○ ○           

 



 

１－１－３４ 

 

 

項

番 

項目名 

(入力画

面） 

内 容 

申告等種別 

Ｃ

Ｆ 
Ｓ Ｍ Ａ Ｇ 

Ｋ

Ｄ 

Ｕ

Ｌ 

Ｂ

Ｅ 

Ｈ

Ｎ 

Ｊ

Ｐ 
Ｒ 

ロ 「蔵置場所＊」欄に入力したコードに係る保税

地域と同一許可内の保税地域コード 

ハ 「蔵置場所＊」欄に入力したコードに係る保税

地域と同一の総合保税地域内の保税地域コード 

なお、システムに登録されていない蔵入等先保

税地域の場合は、「99999」を入力し、「記事（税関）」

欄に蔵入等先保税地域名を入力する。 



 

１－１－３５ 

 

 

項

番 

項目名 

(入力画

面） 

内 容 

申告等種別 

Ｃ

Ｆ 
Ｓ Ｍ Ａ Ｇ 

Ｋ

Ｄ 

Ｕ

Ｌ 

Ｂ

Ｅ 

Ｈ

Ｎ 

Ｊ

Ｐ 
Ｒ 

99 納期限延長

コード 

(「納期限延

長」欄) 

(1) 納期限の延長を選択する場合は、下表の延長種別

に応じたコードを入力する。 

 

(2) 個別納期限延長又は特例申告納期限延長に係るコ

ードを入力することにより、納期限延長申請を輸入

申告等と併せて行うことができる。 

(3) 包括納期限延長申請については、別途申請が必要

であるが、税関手続関連（共通編）-共通手続-第３章

第５節２（システムによる担保提供手続）により、担

保提供手続と併せて行うことができる。 

税科目 

 その他の内国消費税 (注２) 

延 長

種別 
なし 即納 

個別 

納期限 

延長 

特例申

告納期

限延長 

関税等 

(注１) 

即納   
Ｃ 

(注３) 

Ｆ 

(注３) 

個 別

納 期

限 延

長 

Ｋ 

(注３) 

Ｂ 

(注４) 

Ｋ 

(注３) 
 

包 括

納 期

限 延

長 

Ｈ 

(注３) 

Ａ 

(注４) 

Ｍ 

(注５) 
 

特 例

申 告

納 期

限 延

長 

Ｔ 

(注３) 

Ｅ 

(注４) 
 

Ｔ 

(注３) 

（注１）関税等とは、関税、特殊関税、消費税及び地方

消費税をいう。 

（注２）その他の内国消費税とは、関税等以外の内国消

費税をいう。 

（注３）① 税科目の一部に再輸出免税がある場合を含

む。 

② 酒税及びたばこ税の特例申告納期限延長

申請とその他の内国消費税についての特例

申告納期限延長申請を併せて行うことはで

きない。 

（注４）税科目の一部に再輸出免税がある場合又は納

期限延長の対象となる税科目以外の税科目全て

が再輸出免税の対象となる場合を含む。 

（注５）税科目の一部に再輸出免税がある場合を含む。 

○         ○ ○ ○   ○ ○ 



 

１－１－３６ 

 

 

項

番 

項目名 

(入力画

面） 

内 容 

申告等種別 

Ｃ

Ｆ 
Ｓ Ｍ Ａ Ｇ 

Ｋ

Ｄ 

Ｕ

Ｌ 

Ｂ

Ｅ 

Ｈ

Ｎ 

Ｊ

Ｐ 
Ｒ 

100 ＢＰ申請事

由コード 

(「BP申請事

由」欄) 

(1) ＢＰ承認申請の場合は、ＢＰ申請事由コード（「業

務コード集」参照）を入力する。 

(2) 輸入申告等と併せて関税割当証明書提出猶予申請

を行う場合は、「３Ｇ」（関税割当提出猶予）又は「３

Ｊ」（関税割当提出猶予（ＥＰＡ））を入力する。 

(3) 輸入申告等と併せてＢＰ承認申請を条件とする原

産地証明書提出猶予申請又は原産品申告書提出猶予

申請を行う場合は、「３Ｂ」（原産地証明書又は原産品

申告書の提出が遅れる）を入力し、「原産地」欄右の

４桁目（「貨物の種類」）に「Ｍ」（特恵用原産地証明

書提出猶予申請を行う貨物）又は「７」（ＥＰＡに基

づく原産地証明書又は原産品申告書の提出猶予申請

を行う貨物）を入力する。 

(4) リアルタイム口座振替が利用できない時間帯に

「９Ｘ」（その他やむを得ない理由があると認める場

合（自動処理））を使用してＢＰ承認申請を行うこと

により、ＢＰ承認後最初に到来する午前 11 時 00 分

以降に輸入許可に係る輸入申告審査終了業務がシス

テムにより自動起動する（ただし、行政機関の休日で

ある場合（休日に開庁している官署である場合を含

む。）は、翌平日の午前 11時 00分以降に自動起動す

る。）。 

なお、それまでにＢＰ承認がされない場合は、その

後ＢＰ承認がされた場合であっても、次の午前 11時

00 分以降まで自動起動がされないので、それまでに

輸入許可等を受ける場合は、「輸入申告変更事項登

録」業務（業務コード：ＩＤＡ０１）を利用して、こ

のコードの使用を取り止める訂正を行う必要があ

る。 

○         ○ ○ ○     

 

101 納付方法識

別 

(「納付方

法」欄) 

次の区分に応じたコードを入力する。 

○         ○ ○ ○   ○ ○ 

区 分 コード 

全ての税科目について、直納により納付するとき。 （入力しない） 

全ての税科目について、ＭＰＮを利用した納付（以下この章において「ＭＰＮ利用」とい

う。）を行うとき。 
Ｍ 

全ての税科目について、リアルタイム口座振替により納付するとき。 Ｒ 

即納分について、リアルタイム口座振替前に税額等の通知を受けるとき（「納期限延長」欄に「Ｈ」、

「Ｋ」又は「Ｍ」を入力した場合は入力不可）。 

（注）リアルタイム口座振替は自動で行われないので、「リアルタイム口座引落とし依頼」業務（業務コー

ド：ＲＯＷ）により行う必要がある（税関手続関連（共通編）-共通手続-第３章第１節４（リアルタ

イム口座振替による納税）参照）。 

 

全ての税科目について、リアルタイム口座振替により納付するとき（リアルタイム口座

振替前に、通関業者等に税額等を通知）。 
Ｅ 

全ての税科目について、リアルタイム口座振替により納付するとき（リアルタイム口座

振替前に、通関業者及び輸入者（注）に税額等を通知）。 
Ｓ 



 

１－１－３７ 

 

 

項

番 

項目名 

(入力画

面） 

内 容 

申告等種別 

Ｃ

Ｆ 
Ｓ Ｍ Ａ Ｇ 

Ｋ

Ｄ 

Ｕ

Ｌ 

Ｂ

Ｅ 

Ｈ

Ｎ 

Ｊ

Ｐ 
Ｒ 

  

（注）配信する旨がシステムに登録されている場合に限る。 

即納分について、一括納付の対象から除外して個別納付扱いとするとき（「納期限延長」欄に「Ｔ」を入

力した場合は入力不可）。ただし、「申告等種別＊」欄に「Ｊ」（輸入（引取・特例）申告）、「Ｐ」（特例

委託輸入（引取・特例）申告）又は「Ｒ」（蔵出輸入（引取・特例）申告）を入力した場合に限る。 

 

全ての税科目について、直納により納付するとき。 Ｘ 

全ての税科目について、ＭＰＮ利用を行うとき。 Ｗ 

全ての税科目について、リアルタイム口座振替により納付するとき。 Ｙ 

即納分について、リアルタイム口座振替前に税額等の通知を受けるとき（「納期限延長」欄に「Ｔ」を入

力した場合は入力不可）。ただし、「申告等種別＊」欄に「Ｊ」（輸入（引取・特例）申告）、「Ｐ」（特例

委託輸入（引取・特例）申告）又は「Ｒ」（蔵出輸入（引取・特例）申告）を入力した場合に限る。 

（注）リアルタイム口座振替は自動で行われないので、「リアルタイム口座引落とし依頼」業務（業務コー

ド：ＲＯＷ）により行う必要がある（税関手続関連（共通編）-共通手続-第３章第１節４（リアルタ

イム口座振替による納税）参照）。 

 

全ての税科目について、リアルタイム口座振替により納付するとき（リアルタイム口座

振替前に、通関業者等に税額等を通知）。 
Ｆ 

全ての税科目について、リアルタイム口座振替により納付するとき（リアルタイム口

座振替前に、通関業者及び輸入者（注）に税額等を通知）。 

（注）配信する旨がシステムに登録されている場合に限る。 

Ｔ 

102 口座番号 

(「口座番

号」欄) 

リアルタイム口座振替により納付する場合は、銀行

識別コード（「業務コード集」参照）＋支店番号＋口座

番号を必須入力する。 

なお、賦課課税の場合は入力不可。 

○         ○ ○ ○   ○ ○ 

103 の項目は、最大２欄まで繰り返し入力することができる（「申告等種別＊」欄に「Ｈ」（輸入（引取）申

告）及び「Ｎ」（特例委託輸入（引取）申告）を入力した場合を除く。）。 

103 担保登録 

番号 

(「担保番

号」欄) 

(1) 据置担保を利用する場合は、担保登録番号を入力

する。 

(2) 「納期限延長」欄に包括納期限延長を使用する旨の

コードを入力した場合は、担保登録番号を入力する。 

(3) 輸入（引取）申告、輸入（引取・特例）申告又は蔵

出輸入（引取・特例）申告の場合であって、特例申告

等に係る保全担保の提供が必要なときは、１欄目に

当該保全担保の担保登録番号を入力する。 

(4) 特例委託輸入（引取）申告及び特例委託輸入（引取・

特例）申告の場合であって、課税価格又はインボイス

価格の合計額が 201,000 円以上のときは、１欄目に

当該保全担保の担保登録番号を入力する。 

(5) 「納期限延長」欄に特例申告納期限延長を使用する

旨のコードを入力した場合は、次のとおりとする。 

① 輸入（引取・特例）申告及び蔵出輸入（引取・特

例）申告の場合であって、特例申告納期限延長に係

る保全担保の提供が必要なときは、２欄目に特例

申告納期限延長用担保の担保登録番号を入力す

る。 

○         ○ ○ ○ ○ ○ ○ 



 

１－１－３８ 

 

 

項

番 

項目名 

(入力画

面） 

内 容 

申告等種別 

Ｃ

Ｆ 
Ｓ Ｍ Ａ Ｇ 

Ｋ

Ｄ 

Ｕ

Ｌ 

Ｂ

Ｅ 

Ｈ

Ｎ 

Ｊ

Ｐ 
Ｒ 

② 特例委託輸入（引取・特例）申告の場合、２欄

目に特例申告納期限延長用担保の担保登録番号を

入力する。 

ただし、輸入（引取・特例）申告、蔵出輸入（引

取・特例）申告及び特例委託輸入（引取・特例）申

告の場合であって、１欄目に入力した特例申告等

に係る保全担保が併用担保（特例申告納期限延長

に使用できるものに限る。）であるときは、２欄目

については、入力を要しない。 

（注） 

① 担保登録番号とは、税関手続関連（共通編）-共

通手続-第３章第５節２（システムによる担保提供

手続）又は３（書面による担保提供手続）に定める

据置担保の登録によって交付される「担保登録票」

の「担保登録番号」欄に出力された番号をいう。 

② 「申告等予定年月日」欄に入力した年月日が据置担

保の有効期間内である場合は、本業務の実施日が有

効期間の開始前であっても、据置担保を入力するこ

とができる。 

104 記事 

(税関用) 

(「記事(税

関)」欄) 

(1) 税関における審査に必要となる事項を入力する。 

(2) 漢字及びかなで入力することもできる。 

(3) 関税法基本通達 68－５－11の４(2)ホ(ｲ)に該当す

る場合、「ＥＰＡ ＷＯ」を入力する。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

105 記事 

(通関業者

用) 

(「記事(通

関)」欄) 

 

(1) 通関業者等が必要とする事項を入力する。 

(2) 漢字及びかなで入力することもできる。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

106 記事 

(荷主用) 

(「記事(荷

主)」欄) 

(1) 荷主に必要な事項を入力する。 

(2) 漢字及びかなで入力することもできる。 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

107 荷主セクシ

ョンコード

（「荷主セ

クションコ

ード」欄） 

荷主セクションコード（契約に携わった荷主側の部

署コード等）を入力する。 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

108 荷主リファ

レンスナン

バー（「荷主

Ｒｅｆ Ｎ

ｏ．」欄） 

荷主リファレンスナンバー（荷主側が管理している

申告に係る契約書等の番号等）を入力する。 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

109 社内整理用

番号 

(「社内整理

番号」欄) 

自社で付与する任意の番号等を入力する。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 


